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連 結 注 記 表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　44社

大和紡績株式会社、カンボウプラス株式会社、ダイワボウレーヨン株式会社、ダイワボウ

スピンテック株式会社、ダイワボウノイ株式会社、ダイワボウポリテック株式会社、ダイ

ワボウプログレス株式会社、ダイワボウアドバンス株式会社、ダイワボウテックス株式会

社、西明株式会社、ダイワボウオーシャンテック株式会社、ダイワエンジニアリング株式

会社、ダイワボウアソシエ株式会社、大和紡観光株式会社、株式会社赤穂国際カントリー

クラブ、ダイワボウライフサポート株式会社、ダイワボウエステート株式会社、ディーエ

ヌプロダクツ株式会社、ダイワマルエス株式会社、朝日加工株式会社、カンボウ企業株式

会社、ケービー産業株式会社、ダイワボウ情報システム株式会社、ディーアイエス物流株

式会社、ディーアイエスソリューション株式会社、ディーアイエステクノサービス株式会

社、ディーアイエスアートワークス株式会社、株式会社オーエム製作所、オーエム金属工

業株式会社、株式会社オーエム機械、オーエムエンジニアリング株式会社、オムテック株

式会社、Daiwa Do Brasil Textil Ltda.、P.T.Dayani Garment Indonesia、蘇州大和針織

服装有限公司、P.T.Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia、大和紡工業（蘇州）有限公

司、P.T.Daiwabo Sheetec Indonesia、P.T.Daiwabo Garment Indonesia、P.T.Daiwabo 

Nonwoven Indonesia、Daiwabo Hong Kong Co.,Limited、O-M(U.S.A.),INC.、台灣鷗愛慕股

份有限公司、欧安睦（上海）商貿有限公司である。

なお、当連結会計年度より、新たに設立した株式会社オーエム機械を連結の範囲に含めて

いる。また、オーエム技研株式会社については、株式会社オーエム機械と合併したため、

連結の範囲から除外している。

(2) 非連結子会社の数　　２社

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社２社は、いずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等のそれぞれの合計額はいずれも連結計算書類

に重要な影響を及ぼしていない。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 非連結子会社２社及び関連会社６社のうち、関連会社２社（主要な会社は、株式会社ＺＯ

Ａ）について、持分法を適用した。

適用外の非連結子会社２社及び関連会社４社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から

除外している。

(2) 持分法適用会社の事業年度に関する事項

持分法を適用した被投資会社の決算日は、３月31日が１社、12月31日が１社である。
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうちDaiwa Do Brasil Textil Ltda.、P.T.Dayani Garment Indonesia、蘇州大

和針織服装有限公司、P.T.Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia、大和紡工業（蘇州）有

限公司、P.T.Daiwabo Sheetec Indonesia、P.T.Daiwabo Garment Indonesia、P.T.Daiwabo 

Nonwoven Indonesia、Daiwabo Hong Kong Co.,Limited、O-M(U.S.A.),INC.、台灣鷗愛慕股份

有限公司及び欧安睦（上海）商貿有限公司の決算日は、12月31日である。

連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を採用し、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必要な調整をしている。なお、そのほかの連結子会社の事

業年度末日と連結決算日は一致している。

４．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有 価 証 券

　　その他有価証券

時 価 の あ る も の：決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定している。

時 価 の な い も の：移動平均法による原価法によっている。

② デ リ バ テ ィ ブ：ヘッジ会計で振当処理を採用している為替予約及び特例処

理を採用している金利スワップを除き、時価法によってい

る。

③ た な 卸 資 産：ＩＴインフラ流通事業、化合繊・機能資材事業、衣料品・

生活資材事業及びその他事業は、主として移動平均法によ

る原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）によっている。工作・自動機械事業

は、主として個別法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によってい

る。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

：建物（建物附属設備を除く）は主として定額法、建物以外

については、衣料品・生活資材事業、化合繊・機能資材事

業及びその他事業は、主として定額法、ＩＴインフラ流通

事業及び工作・自動機械事業は、定率法によっている。

② 無 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

：定額法によっている。

③ リ ー ス 資 産：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用している。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リ

ース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引につ
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いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっている。

④ 長 期 前 払 費 用：均等償却によっている。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金：債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

いる。

② 賞 与 引 当 金：従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額の

うち、当連結会計年度の負担額を計上している。

③ 役 員 賞 与 引 当 金：連結子会社４社において、役員に支給する賞与の支払に備

えるため、支給見込額を計上している。

④ 製 品 保 証 引 当 金：連結子会社２社において、製品販売後に発生する製品保証

費用の支出に備えるため、売上高を基準として過去の実績

率を基礎として算定した額を計上している。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理している。在外子会社の資産及び負債、収益及び費用は子会社の決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めている。

なお、連結決算日までに為替相場に重要な変動があった場合には、在外子会社の連結決算

日における決算に基づく貸借対照表項目を連結決算日の為替相場で円貨に換算している。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替予約については振当処理の要件を満たして

いる場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は

特例処理を採用している。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建売掛金・買掛金等及び外貨建予定取引

金利スワップ 借入金

③ ヘッジ方針

当社グループの事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、それぞれのリスクに

応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針である。

④ ヘッジ有効性評価の方法

原則としてヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象の相場変動

又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場又はキャッシュ・フロー変動の

累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断している。ただし、金利スワップの

特例処理及び為替予約の振当処理については有効性の評価の判定を省略している。
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(6) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る資産及び負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末にお

ける見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上している。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５～10年）

による定額法により償却している。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５～10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度

から償却することとしている。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額については、税効果を調整の

上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上して

いる。

(7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、のれんが発生した都度、かつ連結子会社ごとに判断し、その金額の重要性が乏

しい場合を除き、連結子会社の実態に基づいた適切な償却期間において定額法により償却

することとしており、償却期間は10年である。

(8) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用している。

(9) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

（会計方針の変更）

退職給付に関する会計基準等の適用

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号  平成24年５月17日。以下「退職給

付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第25号  平成27年３月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会

計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計

年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を従

業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及

び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更してい

る。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱い

に従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更

に伴う影響額を利益剰余金に加減している。

この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が321百万円増加し、利益剰余金が

206百万円減少している。また、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微である。
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従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱いの適用

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第30号 平成27年３月26日）を当連結会計年度より適用し、当社から信託へ自己株式

を処分した時点で処分差額を認識し、信託から従業員持株会に売却された株式に係る売却

差損益、信託が保有する株式に対する当社からの配当金及び信託に関する諸費用の純額を

負債に計上している。

なお、当該方法は、従来採用していた方法と同一であり、当実務対応報告の適用による連

結計算書類への影響はない。

（追加情報）

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引

当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交

付する取引を行っている。

(1）取引の概要

本取引は、当社が「ダイワボウ従業員持株会」（以下、「当社持株会」という。）に

加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信

託は信託設定後５年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を一

括して取得する。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却す

る。当該信託は、保有する当社株式の議決権を当社持株会の議決権割合に応じて行使

する。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員

の拠出割合に応じて金銭が分配される。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に

係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対し

て一括して弁済するため、従業員の追加負担はない。

(2）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）によ

り純資産の部に自己株式として計上している。当該自己株式の帳簿価額及び株式数

は、前連結会計年度662百万円、4,489千株、当連結会計年度498百万円、3,375千株で

ある。

(3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度665百万円、当連結会計年度475百万円
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（連結貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産及び対応する債務

担保に供している資産

預金 0百万円

建物及び構築物 2,082百万円

土地 11,248百万円

投資有価証券 272百万円

対応する債務

短期借入金 535百万円

長期借入金（返済期限一年内含む） 5,300百万円

預金０百万円は木管保証金保全協会へ取引保証として差入れている。

２．有形固定資産の減価償却累計額 54,441百万円

３．売掛金・手形債権流動化

売掛金・手形債権流動化に伴う譲渡額は22,457百万円であり、そのうち買戻義務の上限額は

2,020百万円である。

４．コミットメントライン

当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行12行とコミット

メントラインを締結している。コミットメントラインの総額は11,150百万円であるが、当連

結会計年度末の実行残高はない。
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（連結損益計算書に関する注記）

減損損失

当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上している。

用途 場所 種類
減損損失
（百万円）

成形ニット製造設備
（大和紡工業(蘇州)有限公司）

中国江蘇省蘇州市

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

その他

117

56

1

物流センター
（ダイワボウ情報システム㈱）

大阪府茨木市 土地 70

ゴルフ場
（ダイワボウエステート㈱）
（㈱赤穂国際カントリークラブ）

兵庫県赤穂市

建物及び構築物

土地

その他

40

1

0

遊休資産
（蘇州大和針織服装有限公司）

中国江蘇省蘇州市 機械装置及び運搬具 21

縫製工場
（P.T.Dayani Garment Indonesia）

インドネシア国

チカンペック市
建物及び構築物 10

小売店舗
（ダイワボウアドバンス㈱）

東京都八王子市

千葉県千葉市

建物及び構築物

その他

10

0

電気機器組立設備
（ダイワボウオーシャンテック㈱）

島根県出雲市
機械装置及び運搬具

その他

4

0

遊休資産
（ダイワボウエステート㈱）

福井県福井市 土地 0

遊休資産
（ダイワボウエステート㈱）

佐賀県佐賀市 土地 0

遊休資産
（カンボウプラス㈱）

長野県須坂市 土地 0

当社グループは製品・サービス別のセグメントを基礎に、独立したキャッシュ・フローを生

み出す最小の単位を識別し、グルーピングを行っている。

成形ニット製造設備及びゴルフ場については、収益性の低下により、物流センター、縫製工

場及び小売店舗については、売却又は閉鎖を意思決定したため、電気機器組立設備について

は、会社を解散したため、遊休資産については、今後も使用見込みが立たないため、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上している。なお、

回収可能価額は正味売却価額を使用し、正味売却価額は成形ニット製造設備、ゴルフ場の設

備、遊休資産の機械装置及び運搬具、縫製工場、小売店舗及び電気機器組立設備については

零とし、物流センターについては売却見込額とし、ゴルフ場の土地・建物については鑑定評

価に基づく金額とし、遊休資産の土地については固定資産税評価額に基づき算定している。
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 192,712千株 －千株 －千株 192,712千株

２．自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 4,735千株 3千株 1,114千株 3,624千株

（注） 自己株式の数の増加3千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少1,114千株の

うち、1,114千株は「従業員持株ＥＳＯＰ信託」から当社従業員持株会への売却による減

少、0千株は単元未満株式の売渡しによる減少である。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（ 決 議 ） 株式の種類
配当金の
総　　額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日  効力発生日

平成26年6月27日
定 時 株 主 総 会

普通株式 962 5 平成26年3月31日 平成26年6月30日

（注） 配当金の総額には、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」に対する配当金22百万円を含めている。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる

もの

 平成27年６月26日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり付議する予定である。

（ 決 議 ）
株式の
種類

配当金の
総　　額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日  効力発生日

平成27年6月26日
定時株主総会

普通株式 1,154 利益剰余金 6 平成27年3月31日 平成27年6月29日

（注） 配当金の総額には、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」に対する配当金20百万円を含めている。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入

により資金を調達している。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとの期日管理及び残高管理を定期

的に行いリスク低減を図っている。また、外貨建営業債権に係る為替の変動リスクに対して

は、必要に応じて先物為替予約を利用してヘッジしている。

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行って

いる。
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借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金

の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施している。

なお、デリバティブはヘッジ方針に従い、実需の範囲で行うこととしている。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成27年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの

差額については、次のとおりである。

(単位:百万円)

連結貸借対照表

計上額(*)

時価

(*)
差額

(1) 現金及び預金 14,478 14,478 －

(2) 受取手形及び売掛金 111,251 111,251 －

(3) 投資有価証券

　　　関係会社株式 901 617 △284

　　　その他有価証券 6,128 6,128 －

(4) 支払手形及び買掛金 (105,815) (105,815) －

(5) 短期借入金 (10,220) (10,220) －

(6) 長期借入金 (37,296) (37,273) △23

(7) デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているもの 126 126 －

(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示している。また、合計で正味の債務と

なる項目については、（ ）で示している。

(注１)　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらのうち短期間で決済されるものの時価については、帳簿価額にほぼ等しいことか

ら、当該帳簿価額によっており、それ以外の時価については、一定の期間ごとに区分し

た債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクなどを加味した利率により割り引

いた現在価値によっている。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっている。

(4) 支払手形及び買掛金、(5) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっている。

(6) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いて算定する方法によっている。変動金利による長期借入金は金利ス

ワップの特例処理の対象とされており（下記(7)参照）、当該金利スワップと一体として

処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られ

る利率で割り引いて算定する方法によっている。なお、連結貸借対照表計上額37,296百

万円は、１年以内返済長期借入金9,380百万円を含んでいる。
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(7) デリバティブ取引

為替予約取引の時価については、先物為替相場によっている。なお、ヘッジ会計が適用

されているもののうち為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛

金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形及び売掛金

並びに支払手形及び買掛金の時価に含めて記載している（上記(2)(4)参照）。

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体とし

て処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している（上

記(6)参照）。

(注２)　非上場株式（連結貸借対照表計上額907百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャ

ッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め

られるため、「(3) 投資有価証券」には含めていない。

（賃貸等不動産に関する注記）

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、大阪府及びその他の地域において、遊休不動産及び賃貸用不動産（土地を

含む。）を有している。

２．賃貸等不動産の時価等に関する事項

(単位:百万円)

連結貸借対照表計上額 時価

5,792 5,802

(注１)　連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除し

た金額である。

(注２)　当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産

鑑定評価等に基づく金額、その他の物件については一定の評価額や適切に市場価格を

反映していると考えられる指標に基づいて自社で算定した金額である。

（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 287円12銭

１株当たり当期純利益 25円91銭

（注）　「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」の算定上の基礎となる自己

株式数には、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が所有する当社株式を含めている。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項なし。

（金額の表示）

連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書の記載金額は、百万円未満

を切り捨てて表示している。
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式　：移動平均法による原価法によっている。

その他有価証券

時 価 の あ る も の：決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定している。

時 価 の な い も の：移動平均法による原価法によっている。

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

　　特例処理を採用している金利スワップを除き、時価法によっている。

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有 形 固 定 資 産

( リ ー ス 資 産 を 除 く )

：定額法によっている。

(2) 無 形 固 定 資 産

( リ ー ス 資 産 を 除 く )

：定額法によっている。

(3) リ ー ス 資 産：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採

用している。

４．引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金：債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(2) 投 資 損 失 引 当 金：関係会社への投資に対する損失に備えるため、その財政状態

等を勘案して必要と認められる金額を計上している。

(3) 賞 与 引 当 金：従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のう

ち、当事業年度の負担額を計上している。

(4) 退 職 給 付 引 当 金：従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認められる額を計上している。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法により償却している。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から償却するこ

ととしている。
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５．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理している。

６．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているので、特例処理を採用している。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 借入金

(3) ヘッジ方針

当社の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、それぞれのリスクに応じたヘッ

ジ手段を適切かつ適時に実行する方針である。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理については有効性の評価の判定を省略している。

７．連結納税制度の適用

連結納税制度を適用している。

８．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

（会計方針の変更）

退職給付に関する会計基準等の適用

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号  平成24年５月17日。以下「退職給

付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第25号  平成27年３月26日）を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用

の計算方法を見直し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基

づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の

加重平均割引率を使用する方法へ変更している。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱い

に従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴

う影響額を繰越利益剰余金に加減している。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が105百万円増加し、繰越利益剰余金が68百

万円減少している。また、当事業年度の損益に与える影響は軽微である。
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従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱いの適用

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第30号 平成27年３月26日）を当事業年度より適用し、当社から信託へ自己株式を処

分した時点で処分差額を認識し、信託から従業員持株会に売却された株式に係る売却差損

益、信託が保有する株式に対する当社からの配当金及び信託に関する諸費用の純額を負債

に計上している。

なお、当該方法は、従来採用していた方法と同一であり、当実務対応報告の適用による計

算書類への影響はない。

（追加情報）

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引

当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交

付する取引を行っている。

(1）取引の概要

本取引は、当社が「ダイワボウ従業員持株会」（以下、「当社持株会」という。）に

加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信

託は信託設定後５年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を一

括して取得する。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却する。

当該信託は、保有する当社株式の議決権を当社持株会の議決権割合に応じて行使する。

信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出

割合に応じて金銭が分配される。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債

務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括

して弁済するため、従業員の追加負担はない。

(2）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）によ

り純資産の部に自己株式として計上している。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、

前事業年度662百万円、4,489千株、当事業年度498百万円、3,375千株である。

(3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前事業年度665百万円、当事業年度475百万円
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（貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産及び対応する債務

　　担保に供している資産

　　　投資有価証券：　　   　     223百万円

　　上記に対応する債務

　　　関係会社の借入金：     　    41百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額： 78百万円

３．保証債務

　　関係会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っている。

　　　大和紡観光㈱：　　　　　　　　　　　　　　　 60百万円

　　　P.T.Daiwabo Garment Indonesia：　　　　　　 264百万円

　　　P.T.Daiwabo Nonwoven Indonesia：　　　　　1,075百万円

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　　　短期金銭債権：　 　1,907百万円

　　　短期金銭債務：　　18,477百万円

　　　長期金銭債権： 　 14,796百万円

５．コミットメントライン

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行とコミットメントラインを締結

している。コミットメントラインの総額は5,000百万円であるが、当事業年度末の実行残高は

ない。

（損益計算書に関する注記）

　関係会社との取引高

　営業取引による取引高

　　営業収益：                  5,284百万円

　　営業費用：                    484百万円

　営業取引以外の取引による取引高：457百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式：　3,624,711株

（注）　普通株式の自己株式には、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が所有する当社株式3,375

千株が含まれている。
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（税効果会計に関する注記）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

　繰延税金資産

未払事業税 9百万円

賞与引当金 6百万円

貸倒引当金繰入超過額 9百万円

退職給付引当金 239百万円

未払役員退職慰労金 14百万円

投資損失引当金 229百万円

関係会社株式等評価損 1,194百万円

投資有価証券評価損 191百万円

ゴルフ会員権評価損 45百万円

繰越欠損金 391百万円

その他有価証券評価差額金 1百万円

その他 18百万円

繰延税金資産小計 2,352百万円

評価性引当額 △1,685百万円

繰延税金資産合計 667百万円

繰延税金負債

子会社株式に係る繰延税金負債 △4,438百万円

その他有価証券評価差額金 △353百万円

繰延税金負債合計 △4,791百万円

繰延税金負債の純額 △4,123百万円

２．法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を

改正する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１

日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなった。これに伴

い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6％から平

成27年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.02％に、平

成28年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.22％

となる。

この税率変更により、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）は400百

万円減少し、法人税等調整額は363百万円減少している。

また、欠損金の繰越控除制度が平成27年４月１日以後に開始する事業年度から繰越控除前

の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年４月１日以後に開始する事業年度から繰越控

除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金負債

の金額は70百万円増加し、法人税等調整額は70百万円増加している。
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（関連当事者との取引に関する注記）

子会社及び関連会社等

種 類 会社等の名称
議決権の
所有割合

関 連 当 事 者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科 目
期末残高
(百万円)

子会社 ダ イ ワ ボ ウ ノ イ ㈱ 間接100.0%
資 金 の 援 助
役 員 の 兼 任
被 債 務 保 証

貸付金の回収(注1)
利息の受取(注1)
被債務保証(注5)

72
22
－

長期貸付金
－
－

927
－
－

子会社 ダイワボウポリテック㈱ 間接100.0%
資 金 の 援 助
役 員 の 兼 任
被 債 務 保 証

貸付金の回収(注1)
利息の受取(注1)
被債務保証(注5)

222
33
－

長期貸付金
－
－

1,457
－
－

子会社 ダイワボウプログレス㈱ 間接100.0%
資 金 の 援 助
役 員 の 兼 任
被 債 務 保 証

貸付金の回収(注1)
利息の受取(注1)
被債務保証(注5)

97
47
－

長期貸付金
－
－

2,011
－
－

子会社 ダイワボウエステート㈱ 間接100.0%

資 金 の 援 助
役 員 の 兼 任
被 債 務 保 証
担保の被提供

資金の貸付(注1)
貸付金の回収(注1)
利息の受取(注1)
当社の借入に対す
る担保の提供(注2)
被債務保証(注5)

732
878
161

8,722

－

長期貸付金

－
－

－

7,763

－
－

－

子会社 ダイワボウアソシエ㈱ 直接100.0%
役 員 の 兼 任
経 営 指 導

業 務 委 託 ( 注 3 ) 160 － －

子会社 ダイワボウ情報システム㈱ 直接100.0%
短期資金の管理
役 員 の 兼 任
経 営 指 導

資金の借入(注1)
利息の支払(注1)
営 業 収 益 ( 注 4 )
業 務 委 託 ( 注 3 )

－
71

1,788
234

短期借入金
－
－
－

11,000
－
－
－

子会社 ㈱ オ ー エ ム 製 作 所 直接100.0%
短期資金の管理
役 員 の 兼 任
経 営 指 導

資 金 の 借 入 ( 注 1 )
利 息 の 支 払 ( 注 1 )
営 業 収 益 ( 注 4 )

－
19
522

短期借入金
－
－

3,000
－
－

子会社 大 和 紡 績 ㈱ 直接100.0%
役 員 の 兼 任
経 営 指 導

営 業 収 益 ( 注 4 ) 520 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１)　子会社に対する資金の貸付及び子会社からの借入に対する金利については、市場金

利を勘案して決定している。なお、担保は受け入れていない。

(注２)　当社は、金融機関等からの借入金に対して、ダイワボウエステート㈱所有の工場財

団、土地及び建物の担保提供を受けている。

(注３)　当社は、ダイワボウアソシエ㈱及びダイワボウ情報システム㈱に総務、財務業務他

の管理業務を委託している。委託料は、人件費等のコストを勘案し、合理的に決定

している。

(注４)　当社は、グループの経営効率の向上を実現するために必要な経営管理にかかる役務

及び便益を提供している。経営指導料は、子会社の売上高及び総資産に基づき合理

的に決定している。

(注５)　当社は、金融機関からの借入金に対して、ダイワボウノイ㈱、ダイワボウポリテッ

ク㈱、ダイワボウプログレス㈱及びダイワボウエステート㈱の連帯保証により、総

額10,987百万円の債務保証を受けている。
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(注６)　子会社が保有する当座預金等の短期資金については、キャッシュプーリングシステ

ムにより当社へ集約することにより、グループ内の余剰資金を有効活用している。

また、当システムによる子会社への貸付及び子会社からの借入に対する金利につい

ては、市場金利を勘案して決定している。なお、当システムによる短期資金の移動

については、日々決済されるため、上表には記載はしていない。

(注７)　取引金額には消費税等を含めていない。

（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 232円87銭

１株当たり当期純利益 22円02銭

（注）　「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」の算定上の基礎となる自己

株式数には、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が所有する当社株式を含めている。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項なし。

（金額の表示）

貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書の記載金額は、百万円未満を切り捨てて

表示している。
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